
令和４年１２月１日 

議会運営委員会資料 

                      

 

予算審査特別委員会の構成 

 

 

１ 構成基準 

 

 委員数は、各会派の所属議員数 × １／２（端数切上げ）とする。 

ただし、一人会派については、予算審査特別委員会又は決算審査特別委員会

のいずれかの委員とする。 

 


